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伊
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衆
議
院
議
員
阿
部
知
子
君
提
出
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
薬
害
事
件
に
お
け
る
因
果
関
係
の
判
断
と
安
全
対
策
に
関
す
る
質
問
に
対

し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
阿
部
知
子
君
提
出
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
薬
害
事
件
に
お
け
る
因
果
関
係
の
判
断
と
安
全
対
策
に
関
す
る
質
問

に
対
す
る
答
弁
書

一
、
四
及
び
六
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
と
し
て
は
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
九
日
内
閣
衆
質
一
八
〇
第
三
〇
九
号
。
以
下
「
前
回

答
弁
書
」
と
い
う
。
）
一
に
つ
い
て
で
、
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
を
開
始
し
た
経
緯
に
つ
い
て
誠
実
に
答
弁
し
た
も
の
と

考
え
て
い
る
。

同
省
と
し
て
は
、
麻
し
ん
の
定
期
予
防
接
種
に
お
け
る
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
の
使
用
に
つ
い
て
は
、
そ
の
接
種
が
可
能
と
な

っ
た
昭
和
六
十
三
年
十
二
月
十
九
日
以
降
、
平
成
五
年
四
月
二
十
七
日
に
使
用
を
見
合
わ
せ
る
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
「
予

防
接
種
の
実
施
に
つ
い
て
」
（
昭
和
五
十
一
年
九
月
十
四
日
付
け
衛
発
第
七
百
二
十
六
号
厚
生
省
公
衆
衛
生
局
長
通
知
。
以

下
「
通
知
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
市
町
村
か
ら
の
予
防
接
種
後
の
健
康
被
害
の
報
告
な
ど
、
必
要
な
情
報
を
収
集
し
た
上

で
、
旧
公
衆
衛
生
審
議
会
及
び
旧
中
央
薬
事
審
議
会
に
お
い
て
そ
の
時
点
の
最
新
の
科
学
的
知
見
に
基
づ
い
た
客
観
的
か
つ

専
門
的
な
審
議
を
随
時
行
い
、
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
、
逐
次
適
切
に
対
応
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
同
省
と
し
て
は
、
お

尋
ね
の
平
成
元
年
六
月
末
時
点
に
お
い
て
、
薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に

一



よ
り
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
の
製
造
を
承
認
し
た
昭
和
六
十
三
年
九
月
時
点
に
お
け
る
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
の
有
用
性
の
判
断
に
影

響
を
与
え
る
に
足
る
情
報
を
知
り
得
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
の
使
用
の
中
止
を
行
わ
な
か
っ
た
も
の
で
あ

る
。

二
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
で
調
査
し
た
限
り
で
は
、
お
尋
ね
の
「
厚
生
省
は
平
成
元
年
三
月
に
、
Ｐ
Ｃ
Ｒ
法
の
完
成
を
知
り
え
た
こ
と

に
な
る
」
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
当
時
の
具
体
的
な
状
況
を
確
認
で
き
る
資
料
が
な
い
た
め
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
お
答
え
す

る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
で
調
査
し
た
限
り
で
は
、
御
指
摘
の
「
八
例
の
鑑
別
結
果
」
に
つ
い
て
、
平
成
元
年
三
月
当
時
、
旧
国
立
予

防
衛
生
研
究
所
か
ら
旧
厚
生
省
本
省
の
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
関
係
部
局
に
対
し
て
報
告
が
行
わ
れ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
確

認
で
き
て
お
ら
ず
、
御
指
摘
の
事
例
を
基
に
、
お
尋
ね
の
国
の
責
任
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
で
調
査
し
た
限
り
で
は
、
御
指
摘
の
平
成
五
年
六
月
に
財
団
法
人
阪
大
微
生
物
病
研
究
会
（
以
下
「
阪
大
微

二



研
」
と
い
う
。
）
か
ら
旧
厚
生
省
に
提
出
さ
れ
た
文
書
の
存
在
は
確
認
し
て
い
る
が
、
当
該
文
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
分
離

ウ
イ
ル
ス
二
十
五
株
の
検
査
結
果
が
事
実
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
旧
国
立
予
防
衛
生
研
究
所
の
後
身
で
あ
る
国
立
感
染
症

研
究
所
に
お
い
て
確
認
で
き
ず
、
お
尋
ね
の
「
厚
生
省
が
そ
の
こ
と
を
知
り
え
た
こ
と
に
な
る
。
」
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、

当
該
文
書
以
外
に
当
時
の
具
体
的
な
状
況
を
確
認
で
き
る
資
料
が
な
く
、
当
該
文
書
の
記
載
か
ら
は
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
お

答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

七
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
同
研
究
費
の
申
請
手
続
き
に
即
し
て
推
定
し
て
た
場
合
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な

い
た
め
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

八
に
つ
い
て

杉
浦
昭
氏
は
、
昭
和
五
十
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
年
九
月
十
四
日
ま
で
の
間
、
旧
中
央
薬
事
審
議
会
臨
時
委
員
と

し
て
、
昭
和
五
十
三
年
八
月
一
日
か
ら
昭
和
六
十
三
年
十
二
月
二
十
三
日
ま
で
の
間
、
旧
公
衆
衛
生
審
議
会
専
門
委
員
と
し

て
任
命
さ
れ
て
い
た
。

大
谷
明
氏
は
、
昭
和
三
十
九
年
二
月
六
日
か
ら
昭
和
四
十
三
年
一
月
十
日
ま
で
、
昭
和
四
十
六
年
五
月
二
十
七
日
か
ら
昭

三



和
五
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
、
同
年
十
一
月
二
十
日
か
ら
昭
和
五
十
八
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
及
び
昭
和
六
十
年
十
一

月
一
日
か
ら
昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日
ま
で
の
間
、
旧
中
央
薬
事
審
議
会
臨
時
委
員
と
し
て
、
同
日
か
ら
平
成
三
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
間
、
同
審
議
会
委
員
と
し
て
、
昭
和
五
十
三
年
六
月
八
日
か
ら
昭
和
五
十
五
年
六
月
七
日
ま
で
及
び
同
年
七

月
十
一
日
か
ら
昭
和
五
十
七
年
七
月
十
日
ま
で
の
間
、
旧
公
衆
衛
生
審
議
会
委
員
と
し
て
、
同
年
十
月
二
十
七
日
か
ら
昭
和

六
十
一
年
九
月
十
五
日
ま
で
の
間
、
同
審
議
会
専
門
委
員
と
し
て
、
同
月
十
六
日
か
ら
昭
和
六
十
三
年
九
月
十
五
日
ま
で
、

同
年
十
月
二
十
六
日
か
ら
平
成
二
年
十
月
二
十
五
日
ま
で
、
同
年
十
一
月
五
日
か
ら
平
成
四
年
十
一
月
四
日
ま
で
及
び
同
月

十
九
日
か
ら
平
成
六
年
十
一
月
十
八
日
ま
で
の
間
、
同
審
議
会
委
員
と
し
て
任
命
さ
れ
て
い
た
。

九
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
で
調
査
し
た
限
り
で
は
、
御
指
摘
の
「
発
言
等
が
あ
っ
た
こ
と
」
に
つ
い
て
は
、
確
認
で
き
な
か
っ
た
。

十
に
つ
い
て

前
回
答
弁
書
三
の
（
二
）
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
厚
生
労
働
省
が
現
時
点
で
把
握
し
て
い
る
限
り
で
は
、
御

指
摘
の
同
省
医
薬
食
品
局
総
務
課
医
薬
品
副
作
用
被
害
対
策
室
が
保
存
す
る
議
事
メ
モ
以
外
に
当
時
の
具
体
的
な
状
況
を
確

認
で
き
る
資
料
が
な
く
、
当
該
議
事
メ
モ
の
記
述
か
ら
は
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

四



十
一
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
に
お
い
て
は
、御
指
摘
の
Ｍ
Ｍ
Ｒ
事
件
関
連
の
文
書
の
廃
棄
に
つ
い
て
具
体
的
な
状
況
を
記
録
し
て
お
ら
ず
、

お
尋
ね
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

十
二
に
つ
い
て

一
、
四
及
び
六
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
厚
生
労
働
省
と
し
て
は
、
麻
し
ん
の
定
期
予
防
接
種
に
お
け
る
Ｍ
Ｍ

Ｒ
ワ
ク
チ
ン
の
使
用
に
つ
い
て
は
、
そ
の
接
種
が
可
能
と
な
っ
た
昭
和
六
十
三
年
十
二
月
十
九
日
以
降
、
平
成
五
年
四
月
二

十
七
日
に
使
用
を
見
合
わ
せ
る
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
通
知
に
基
づ
く
予
防
接
種
後
の
健
康
被
害
の
報
告
な
ど
、
必
要
な
情

報
を
収
集
し
た
上
で
、
旧
公
衆
衛
生
審
議
会
及
び
旧
中
央
薬
事
審
議
会
に
お
い
て
そ
の
時
点
の
最
新
の
科
学
的
知
見
に
基
づ

い
た
客
観
的
か
つ
専
門
的
な
審
議
を
随
時
行
い
、
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
、
逐
次
適
切
に
対
応
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
お

尋
ね
の
平
成
元
年
四
月
か
ら
同
審
議
会
生
物
学
的
製
剤
特
別
部
会
生
物
学
的
製
剤
調
査
会
が
開
催
さ
れ
た
同
年
九
月
十
一
日

ま
で
の
間
に
お
い
て
も
、
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
由
来
と
疑
わ
れ
る
無
菌
性
髄
膜
炎
に
係
る
情
報
の
収
集
等
を
実
施
し
、
こ
の
情

報
を
基
に
、
同
調
査
会
に
お
い
て
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
意
見
を
踏
ま
え
、
同
月
、
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
の
製
造
業
者
等
に
対
し

て
、
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
の
添
付
文
書
の
使
用
上
の
注
意
の
副
反
応
の
項
の
改
訂
等
を
指
示
す
る
な
ど
、
適
切
に
対
応
し
て
き

五



た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

御
指
摘
の
事
件
の
検
証
に
つ
い
て
は
、
同
省
と
し
て
は
、
阪
大
微
研
に
対
し
て
平
成
五
年
に
実
施
し
た
調
査
及
び
平
成
六

年
に
実
施
し
た
行
政
処
分
に
関
す
る
資
料
並
び
に
当
該
事
件
に
関
す
る
訴
訟
に
お
け
る
同
省
の
対
応
に
関
す
る
資
料
を
作
成

し
、
公
表
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
御
指
摘
の
行
政
資
料
を
含
む
行
政
文
書
の
保
存
又
は
公
開
に
関
し
て
は
、
公
文
書
等
の

管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
六
十
六
号
）
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
一
年
法
律
第
四
十
二
号
）
等
の
規
定
に
基
づ
き
、
適
切
に
対
応
し
て
い
る
。

六


